
裁判は、単純化しますと ❶ 論理的な主張（ロジック）　❷ 契約書、
議事録などの「紙」による実証 のぶつけ合いです。そのどちらにお
きましても被告（山下市議）　側に理があると感じました。分が良い
とも言えます。
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第２回目の山下市議の土地問題裁判　4 月 17 日報告　事務局長 沓澤　

沼津市役所前の市民アクションから、沼津地裁へのウォーク、
傍聴抽選そして裁判、裁判後の報告会に 80名以上のご参加を
いただきました。傍聴抽選には 66名位以上の方が並び裁判所
への大きな圧力となりました。

裁判傍聴の感想　井上博之　弁護士法人事務局

土地問題裁判解説 第２回を迎えた土地裁判について改めてわかりやすく解説します。

Q　土地問題裁判とは何ですか？
A　沼津市長が、確かな根拠もなく山下市議の敷地の中の一
部の土地を「市の土地だ」「不当利得を返還しろ」と訴えた裁

判です。賴重市長や市議会の多数派が、意見の対立する山下

市議をおとしめるための「いじめ裁判」です。山下市議は、問

題の土地は亡き父が沼津市の公共事業に協力して取得したも

のであり、市が登記を怠っているからちゃんと登記しろと訴え

返しました。不当利得にはあたらないと主張しています。

Q　裁判官の反応はどうですか?
A　問題の土地は、山下市議の敷地に囲まれた袋地で市として
は利用できない土地だから不当利得は成り立たないと市議が主

張した点について、裁判所側は、沼津市の主張の論拠は不十分

だから６月26日（水）の裁判までに書面で答えなさいとしてい

ます。裁判所側は市の主張のあやふやさを指摘しています。

Q　どうやったら解決するのですか？
A　山下市議は、一日も早い話し合いによる解決を求めていま
す。亡き父が所有した土地であること、それが仮に認められな

くても30年以上も父、母、山下市議が占有していること、沼

津市も市の土地だと認識せず市議の私有地としての対応を続

けてきたことから時効取得が成り立つこと、これらは話し合い

でこそ解決できると主張しています。市が話し合いを拒否する

と、裁判維持費用は税金でまかなわれますから、山下市議は

市民のためにも早く解決するべきと訴えています。

Q　裁判所は問題の土地の保全の仮処分を認めた（※）

　　  そうですが、どういうことですか？
A　市が自らの主張を通すため、問題の土地をだれか第三者に
譲渡するという策をめぐらすと、解決ができなくなってしまう

ので、現状のまま保全するように山下市議が裁判所に求めて

いました。この保全の仮処分の訴えを裁判所は認めてくれた

のです。この決定は、沼津市に異常な対応を許さずに、公正

な解決に導いてくれるものと私たちは評価しています。

※裁判所による仮処分の決定 (主要部分 )
「債権者（山下市議）の申し立てを相当と認め」、「債務者（沼

津市長）は、別紙物件目録記載の各不動産について、譲渡

並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他の一切の処分

をしてはならない。」

4月26日　静岡地方裁判所沼津支部
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山下市議の土地問題裁判第4回目 9月11日（水）事務局長   沓澤大三

第3回目の期日のポイントや今後の展開・裁判長の発言は？？

　　　　　　
１　沼津市も土地は山下さん（植松家）のものだと認識していたことが明らかに
　下水工事の時に、争いとなっている土地を沼津市も山下さん（植松家）の土地だと認識して書類を作成
していました。弁護団はこれを証拠として裁判所に出しました。これで、本件土地は山下さんの所有地だと
認識する証拠は、黒瀬橋の点検工事の際の立ち入りお願い文書に続き2つ目です。
２　沼津市議会副議長が山下さんとの会話を隠し取りした録音でも、
　　逆に山下さんの所有を裏付ける結果に。
沼津市は、一昨年、土地問題が始まったとき、市議会副議長が山下宅を訪問した時に隠し取りをした録
音を証拠に出し、山下さんも「官地がある」と認めた発言あるとしました。
ところが、この発言は黒瀬橋の下のところをさして「官地」と言っているもので、本件の土地ではありませ
ん。黒瀬橋の下のところは山下さんも市も共に官地として認めている場所です。とんでもない誤りです。この
副議長の訪問の後に、沼津市は初めて本件土地が登記簿上は市有地になっていることに気づくのです。そ
れまで沼津市は山下家の土地だと見ていたのでした。
３　登記をさぼった沼津市にこそ落ち度！
３１年前の平成５年に黒瀬橋の拡張工事が行われ、山下さんの亡父（植松氏）は土地を提供した代わ
りに代替地の売買を沼津市としました。その時、沼津市は土地の移転登記を行わなかったのです。えっ、市
役所がそんなミスをするの？とお思いでしょうが、残念ながら、よくあるのです。亡父・植松氏は、昭和３０年
代にも黒瀬橋の工事に協力して土地を売買しましたが、沼津市はその時も１３年もたってから登記をしてい
るのです。市役所でも登記手続きがいい加減なことはあるのです（他の市町でも）。
４　自分のミスを棚に上げて、訴えるなんて許せない！
このような事実のほかに、時効取得（他者の土地でも20年以上平穏に占有していたらその人の所有にな
ること）の法的な理解も沼津市の主張では間違っています。弁護団は、「事実的・法律的根拠を欠いた不
当な提訴」であるとして、損害賠償も求めています。
登記簿を頼りに山下さんを裁判にかけいじめていますが、そもそも登記簿は所有権の保証ではありませ
ん。あいまいで法的裏付けを欠いた裁判をしかけた沼津市こそ、責任が問われます。

　

　

＜山下市議の土地裁判、今どうなってる？＞
沼津市も山下さんの土地だと認識していた！
不当な裁判はもうやめて！　　　

河村弁護士からの丁寧な説明

山下市議からの挨拶
次回裁判は来年の１月１5日です。沼津市はどんな言いわけをしてくるのでしょうか。　
沼津市は争わず話し合いでの解決こそ決断すべきです。
　１月１５日の裁判へひきつづきみなさんのご支援をお願いします。

山下市議が自身の土地をめぐって沼津市から「不当利得」
だと訴えられた裁判は、　9月11日で4回目を終えました。
今、裁判はどうなっているのでしょう？

依然としてて高いマスコミの関心。
報道の風向きは変わってきています



   土地問題裁判支援のお願い

市民の裁判の傍聴と関心の高さが、沼津市の横暴を止

め、一日も早い公正な解決が実現します。

沼津市は袋地の土地を「公衆道路だ」ととんでもない主

張をしたり、「不当利得」の根拠があいまいと裁判所側

に指摘されたことに対し、6 月 26 日の公開の法廷でど

う答えるでしょう？ この行方を見守っていきましょう。

ぜひ傍聴にご参加ください。

6/26水
午前 10 :00　沼津地裁に集合　
10:15　傍聴抽選予定
11:00　口頭弁論
11:30　裁判報告集会（弁護士会館：裁判所向かい）
12:00　終了（予定）

Let’s 傍聴

地方自治に民主主義を求める会　ニュースレター　第３号 　2024 年５月10日 

連絡先　080-7478-7529　seekersnumazu@gmail.com　事務局長　沓沢大三  
公式webサイト 公式Xアカウント

「地方自治に民主主義を求める会」はWebサイト・X などで随時情報を発信しています。

メールマガジンも配信しています。件名に「メルマガ希望」と書いて下記に空メールを送ってください。
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　私の裁判をきっかけに、思いもかけない方々との

出会いもあります。私が疲弊して議会活動ができ

なくなるのではないかと心配してくださる方も沢山

います。民主主義の危機だと「地方自治に民主主

義を求める会」の市民団体も立ち上がりました。逆

境の時に支えて下さっている皆様には、議員の活

動をもって恩返しをしていきたいと思っています。

　各報道は「市議が市を訴え返す」「泥沼化」「賠

償請求329万」ということが「ニュース」になっ

ています。わずか50平方メートル足らずの土地を

めぐる裁判が一大事となっていることにまだ報道も

戸惑いを感じているのでしょうか。しかし、これが

民主主義の根本問題につながっていることに

気がつくきっかけです。「保存すべき文書の破

棄」、「少数派議員のおとしめ」、「議員活動の

萎縮」という言葉も出始めました。

　一市民が（市議であったとしても）、譲れな

い権利、尊厳を主張したら泣き寝入りをしないと

いうことを市当局はもちろん、マスコミも自覚して

欲しいと思います。

　市も（国であろうと）、個人も対等です。個人

の尊厳の尊重という憲法原則をベースにおいて、

この裁判を冷静に市民がとらえ返していく段階に

入っていると思います。

第 2 回口頭弁論を終えて 山下ふみこ

車座集会の開催報告 これまで各地域で14回の車座集会や勉強会を開催しています。
各地域の住民からの意見や課題を取り上げ、沼津市や各団体に働きかけていきます。

近年の異常気象による水害被害の拡大に対する市の対
策について
ゴミ集積所の死亡事故を契機に、地域の問題から沼津
市全域の課題として解決への取組み
子どもの居場所としての公共施設の利用拡大に向けて
公共交通機関が減少して地域の孤立化が進み、増加す
る買い物難民の救済に向けて
高齢化が進み、孤老、老老介護等で自治会の崩壊が始
まっている現状への対策

鉄道高架事業の長期化・事業費拡
大、さらに少子化による市民の負
担増深刻化への対策

開催場所
地区センター、画廊、喫茶店、
レストラン、学習塾、個人宅など
どこでも開催は可能です。
開催へのご協力・参加をお願いします。

『沼津朝日』
2024.4.18, 19

『毎日新聞』2024.4.18

年会費1,000円　振込先／スルガ銀行 本店営業部　普通  3778628　口座名：地方自治に民主主義を求める会

会としての対応・車座集会

水

午前 １０時 沼津地裁に集合

沼津市政に意見します

傍聴に行こう！

市の草刈りが一度も入らず、雑草が腰丈まで生い茂った『岡宮
第一公園』。子どもたちは夏休みの間ずっと遊べず、ベンチも雑草
に隠れて見えないほど。うっそうとした暗闇からはカップルが現れ、
コンビニのゴミも散乱しています。
「沼津市はいつ草刈りをやってくれるのかなあ？」と指をくわえて
待っていても、「公園の管理は市がやるべき！怠慢だ！」と正論を言
っても、草の生命力には勝てず、公園はどんどん荒れていく一方。
緑地公園課に電話すると、草刈りが入る予定は無いとのこと…。
市の対応を待っていられず、女性でも軽く持てる3.2kgの刈払機を
3万円で自腹購入。慣れない作業に腰を痛めながら、地域の人々
と協働作業です。
すっかりきれいになった公園に、子どもたちが元気良く走り回り、
高齢者がベンチに座り休憩する姿がようやく戻ってきました。

シルバー人材もその後入りましたが、公園がきれいになって良かっ
たで終わりなのではなく、「なぜ雑草だらけの公園になるのか？　
　(沼津市には市有地を管理するための予算もマネジメント力も無
いのではないか？)」と、市民が現状をよく知り、未来の沼津に考え
を巡らせ、だったらこうしてみたら？と市民が主体的に考えていくこ
とこそが大切です。
そもそも小さな公園を管理できていないのに1200億円もの鉄道
高架事業なんて到底無理じゃないでしょうか。まずはその数パーセ
ントでも良いから市民が憩える公園の管理に回してほしいと思います。

　　　作業前 草に埋もれるベンチ 　作業後 夕陽の見える美しい風景

できそうもない鉄道高架？
税金は市民生活へ、対案つくろう！
9月21日に川瀬憲子静岡大学教授をお招きし、構想から40年
以上もたってできそうもない鉄道高架問題を考える市民集会を行
いました。100名近くの市民が参加し、市民からは、大雨による浸
水被害に苦しむ方から、鉄道高架より水害対策に税金を使ってと
涙ながらに訴えがありました。元ＪＲ・国鉄職員からは、ＪＲ東海にと
って利益にならない鉄道高架事業は進まないと衝撃的な話がされ
ました。これをうけて、11月4日に、この元ＪＲ・国鉄職員の方から詳
しくお話を聞く学習会を持ちました。お話では、ＪＲ東海は民間会
社だから利益が出ないことはできない。鉄道高架となると新たに固

　

定資産税がかけられ、安全対策の積立金が求められ、水害対策も
必要になるなど出費が多くなる。もうけは高架下の土地の貸し出し
から得ることとなるが、借りる企業は少ない、全国でも空き地のまま利
益が出ない。ＪＲ東海の役員にきくと「詳しい計画は沼津市広報を
見ろ」と人ごと。国鉄時代はできたが、今では無謀な計画だと指摘
しました。
参加した市民から、橋上駅や自由通路などお金のかからない対
案や、市民の合意のもと再開発を進めるべきなどの意見が出され、
活発に討論されました。
これから市民が要求を出し合って、沼津市をこうしたいという対
案作りを進めていくことになりました。次の集会をお楽しみに。

＜賴重市長と全市議会議員への定期的公開質問「市民に答えて」＞
回答はHPで公開していきますのでご注目ください。第1回質問は　10月27日に行われた
衆議院議員選挙・国民審査における投票所入場券の未送付について

会の取り組みをご紹介

【小さな公園すら管理できない沼津市、1200億円の　 
  鉄道高架事業なんて大丈夫？！】

市内岡宮在住　藤田美里

　地方自治に民主主義を求める会　ニュースレター第５号　2024年1２月8日発行

１/１55回目の裁判に向けて 山下ふみこ　
私の駐車場裁判は沼津市から提訴され。その間の6月には夜間救急医療

センターの2.6億円横領事件、7月には教育委員会・文化財センターの学芸
員等5人の不正物品購入での懲戒処分、10月の衆議院選挙の投票所入場
券911人分が届かなかった選挙管理委員会の不手際、これら事件の真相は
未だに闇の中です。原因究明がされないまま対策をとっても再発防止には繫
がりません。
私の土地問題は1年半が経過します。毎回の裁判では、約80名の傍聴者

が見守ってくれています。今も「市長はいたずらに市民の血税を使って裁判を
長引かせないで、私と真摯に話し合いをしてほしい」と望んでいます。
私の原動力は、支援して下さる皆様がいるからこそ、異論を許さない沼津

市政にとことん抗っていけるのです。いつも感謝しています。

10:15  傍聴抽選予定
11:00  口頭弁論
11:30  裁判報告集会
（弁護士会館：裁判所向かい）
12:00  終了（予定）

１/１5 水

連絡先　080-7478-7529　atnmy-info@democracy4autonomy.org　事務局長　沓澤大三 


